
入札説明書 
 
１．公告日 令和元年 8 月 8 日 

 
２．担当窓口 徳島県徳島市入田町月の宮 362-33 
         徳農種苗株式会社 ⻄條武司 
         電話番号 088-644-3711 FAX 番号 088-644-1361 
 
３．参加資格の確認等 

 本競争入札の参加希望者は、一般競争入札公告に掲げる参加資格を有することを証
明するため、次のとおり参加資格審査申請書を前項の担当窓口に提出し、参加資格の有
無について確認を受けなければならない。 
 なお、期限までに申請書を提出しない者、ならびに参加資格がないと認められた者は、
本競争入札に参加できないものとする。 
（１） 提出期間 令和元年 8 月 8 日（木）〜令和元年 8 月 23 日（金） 

     平日午前 9 時から午後５時まで 
（２） 提出場所 2 に同じ 
（３） 提出方法 申請書の提出は、持参若しくは郵送により行う。 

     郵送の場合は令和元年 8 月 22 日（木）必着 
（４） 参加資格確認通知 

 令和元年 8 月 26 日（月）午前 10 時 00 分までにＦＡＸ送信にて通知する。 
（５） 申請書の作成  

申請書は、一般競争入札公告に沿って別紙様式 1 により作成すること 
ア．事業報告書（直近 2 ヵ年）会社概要とともに添付する。（任意書式） 
イ．業態調査のため、法人登記の履歴事項全部証明書（法務局で取得をした 6

ヶ月以内発行のものの写し）を添付する 
ウ．指名停止等に関する申立書・・・別紙様式２を添付する 
エ．一級建築士又は、一級建築施工管理技士登録証、有資格者名簿 
オ. 経営規模等評価結果通知書 

  （６）その他 
     ア．申請書の提出に係る費用は、申込者の負担とする。 
     イ．提出された一般競争入札参加資格申請書は返却しない。 
     ウ．一般競争入札参加資格審査申請書及び関係様式は、株式会社トマトパーク 

ホームページにおいて入手することが出来る 
 
 



４．入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明 
 入札参加資格がないと認めた者は、契約担当窓口に対して参加資格がないと認めた
理由について、次のとおり書面（様式は自由）により説明を求めることが出来る。 
（１） 提出期限 令和元年 8 月 26 日（月） 正午まで 
（２） 提出場所 ２に同じ 
（３） 提出方法 書面は、電送（FAX 送信）によるものとする 
（４） 契約担当窓口は、説明を求められた時は、令和元年 8 月 26 日（月）までに説明

を求めた者に対し書面（FAX 送信）をもって回答する 
 
５．現地説明会 

 (1) 日時   令和元年 8 月 27 日（火）14 時 00 分より 
（2） 場所   徳島県阿波市土成町字土成字美納地 

 
６．入札及び開札の日時及び場所等 

 入札者は次の日時・場所に出頭し、指示に従って入札書を提出する。 
（１） 日時 令和元年 8 月 30 日（金）14 時 00 分より 
場所 阿波市役所 303 会議室 
   徳島県阿波市市場町切幡字古田 201 番地 1 

       
（２） その他 

ア． 入札に当たっては、参加資格があることを認められた確認通知書を持参
し、事前に提示すること 

イ． 代理人が入札するときは、委任状を事前に提出すること（別紙様式 3） 
 
７．入札の方法 

 入札者は、下記の事項に注意し、厳正に入札を行う 
（１） 入札書の様式は、別紙様式 4 のとおりとする 

ア．工事請負金額（消費税を含まない） 
イ．法人名・代表者・法人印 
ウ．入札年月日を記入する 

（２） 入札回数は２回までとする 
（３） 入札参加者が 1 社の場合も入札を行うものとする 
（４） 入札保証金の納付は必要ない 
（５） 入札の無効 

 次の各号に該当する者の入札は、無効または失格とする 
ア．入札参加資格のない者 



イ．代理人で委任状を提出しない者 
ウ．入札に必要な事項を記載しない者 
エ．同時に 2 つ以上の入札書を提出した者 
オ．入札に関して不正な行為を行った者 
カ．入札の時間に遅れてきた者 

（６） 工事内訳書の提出 
ア．工事内訳書を最初の入札書と同時に提出すること 
イ．工事内訳書は、返却しない 

（７） 最低制限価格 
 最低制限価格は設定しない 

（８） 落札者の決定方法 
ア．予定価格の制限と最低制限価格の範囲内で最低価格者をもって、落札者

とする 
イ．最低価格入札者が 2 人以上あるときは、くじにより落札者を決定する 
ウ．予定価格に達しない場合は、最低入札者と協議し決定する 

 
８．契約手続等 

（１） 落札者は落札決定の日から 7 日以内に契約書案を提出しなければならない 
（２） 上記期間内に契約書案の提出がない場合は、落札者又は契約の相手方として

の権利を放棄したものとみなすことができる 
（３） 契約金額の支払い方法については完工後一括振込みとする。 

 


